
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
飼
料
又
は
飼
料
添
加

物
に
該
当
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件
新
旧
対
照
条
文
（
案
）

○
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
飼
料
又
は
飼
料
添

加
物
に
該
当
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
を
定
め
る
件
（
平
成
十
七
年
八
月
三
十
一
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
三
百
四
十
九
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年

法
律
第
三
十
五
号
）
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
項
第
二
号
に

法
律
第
三
十
五
号
）
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
項
第
二
号
に

掲
げ
る
飼
料
又
は
飼
料
添
加
物
に
該
当
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
農
林

掲
げ
る
飼
料
又
は
飼
料
添
加
物
に
該
当
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
農
林

水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

名

称

原

産

国

名

名

称

原

産

国

名

あ
ま

カ
ナ
ダ

と
う
も
ろ
こ
し

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

と
う
も
ろ
こ
し

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
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